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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の領域内での緊急事態の発生の有無を検知する異常判定装置と、前記緊急事態の発
生を緊急機関の端末装置に通報する通報装置と、を有して構成される緊急事態発生通知シ
ステムであって、
　前記異常判定装置は、
　所定の荷重量を検知する複数の荷重検知部を有し、
　前記複数の荷重検知部は、所定の領域内の床と、壁と、に少なくとも設置され、所定の
荷重量を検知した場合に、信号を出力し、
　前記異常判定装置は、
　前記床に設置された荷重検知部で検知した床用信号と、前記壁に設置された荷重検知部
で検知した壁用信号と、に区分しており、前記床用信号を基に、前記床に設置された複数
の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部の数量が規定値以上か、１から規
定値未満の範囲か、０かを判断し、前記壁用信号を基に、前記壁に設置された複数の荷重
検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部があるか否かを判断し、
　前記床に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部の数量
が規定値以上の場合、前記壁に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知し
た荷重検知部がある場合、前記床に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検
知した荷重検知部の数量が１から規定値未満の範囲である状態が規定時間以上継続した場
合は、前記所定の領域内で異常が発生したと判断し、緊急事態が発生した旨を、前記異常
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判定装置の情報と共に前記通報装置に通知する緊急事態発生通知手段を有し、
　前記通報装置は、
　前記異常判定装置の情報に関連づけて前記異常判定装置の場所と、緊急連絡先のアドレ
ス情報と、同居人情報と、を格納する情報格納部と、
　前記緊急事態が発生した旨と前記異常判定装置の情報とが前記異常判定装置から通知さ
れた場合に、前記情報格納部の情報を基に、前記異常判定装置の情報と関連付けられた前
記異常判定装置の場所を特定し、該特定した場所と、前記緊急事態が発生した旨を、前記
緊急機関の端末装置に送信する第１の緊急情報送信手段と、
　前記異常判定装置の情報と関連付けられた同居人情報を基に、同居人が存在するか否か
を判断し、前記同居人情報が居る旨の情報の場合は、同居人が存在すると判断し、前記異
常判定装置の情報と関連付けられた前記緊急連絡先のアドレス情報を特定し、該特定した
アドレス情報の端末装置に対し、緊急事態が発生した旨を送信し、前記同居人情報が居な
い旨の情報の場合は、同居人が存在しないと判断し、送信処理を終了する第２の緊急情報
送信手段と、を有することを特徴とする緊急事態発生通知システム。
【請求項２】
　前記緊急事態発生通知手段は、
　前記異常が発生したと判断した際に、異常が発生した旨を周囲に警報する警報手段を有
し、
　前記警報手段による前記警報が所定時間解除されない場合に、前記緊急事態が発生した
旨を、前記異常判定装置の情報と共に前記通報装置に通知することを特徴とする請求項１
記載の緊急事態発生通知システム。
【請求項３】
　所定の領域内での緊急事態の発生の有無を検知する異常判定装置と、前記緊急事態の発
生を緊急機関の端末装置に通報する通報装置と、で行う緊急事態発生通知方法であって、
　前記異常判定装置は、
　所定の荷重量を検知する複数の荷重検知部を有し、
　前記複数の荷重検知部は、所定の領域内の床と、壁と、に少なくとも設置され、所定の
荷重量を検知した場合に、信号を出力し、
　前記通報装置は、
　前記異常判定装置の情報に関連づけて前記異常判定装置の場所と、緊急連絡先のアドレ
ス情報と、同居人情報と、を格納する情報格納部を有し、
　前記異常判定装置は、
　前記床に設置された荷重検知部で検知した床用信号と、前記壁に設置された荷重検知部
で検知した壁用信号と、に区分しており、前記床用信号を基に、前記床に設置された複数
の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部の数量が規定値以上か、１から規
定値未満の範囲か、０かを判断し、前記壁用信号を基に、前記壁に設置された複数の荷重
検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部があるか否かを判断し、
　前記床に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部の数量
が規定値以上の場合、前記壁に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知し
た荷重検知部がある場合、前記床に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検
知した荷重検知部の数量が１から規定値未満の範囲である状態が規定時間以上継続した場
合は、前記所定の領域内で異常が発生したと判断し、緊急事態が発生した旨を、前記異常
判定装置の情報と共に前記通報装置に通知する工程を有し、
　前記通報装置は、
　前記緊急事態が発生した旨と前記異常判定装置の情報とが前記異常判定装置から通知さ
れた場合に、前記情報格納部の情報を基に、前記異常判定装置の情報と関連付けられた前
記異常判定装置の場所を特定し、該特定した場所と、前記緊急事態が発生した旨を、前記
緊急機関の端末装置に送信する工程と、
　前記異常判定装置の情報と関連付けられた同居人情報を基に、同居人が存在するか否か
を判断し、前記同居人情報が居る旨の情報の場合は、同居人が存在すると判断し、前記異
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常判定装置の情報と関連付けられた前記緊急連絡先のアドレス情報を特定し、該特定した
アドレス情報の端末装置に対し、緊急事態が発生した旨を送信し、前記同居人情報が居な
い旨の情報の場合は、同居人が存在しないと判断し、送信処理を終了する工程と、
　を有することを特徴とする緊急事態発生通知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定領域内での異常事態の発生を検知し、緊急事態が発生した旨を通知する
緊急事態発生通知システム及び緊急事態発生通知方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、１１９番通報等の緊急事態の情報は人手を介して通報されている。高齢者な
どの生活を支援するためには、当該高齢者などが急病などで身動きが取れなくなり、自分
では１１９番通報できないような緊急事態が発生した際に、自動的に消防署や緊急支援セ
ンタ等の緊急機関に通報することが、高齢者などの生活者の安全を確保するうえでは望ま
しい。
【０００３】
　なお、本発明より先に出願された技術文献として、独居者宅内の複数の居住箇所に複数
分散配置される人検知装置と、該人検知装置と接続される端末記録通信装置と、該端末記
録通信装置に接続される電話機と、該電話機と電話回線で接続されて遠隔地の介護支援セ
ンターに設置されたセンター装置を備え、前記人検知装置は、独居者が通過や留まってい
るか否かを変化量として検知する圧力センサー部と、この変化量を接点信号に変換するス
イッチ回路部と、その変換された接点信号を端末記録通信装置に送信する信号線接続部で
構成され、独居者の生活状態及び健康状態の変化を介護支援センター側で容易に把握でき
、独居者が大事に至る前に、異常の有無を判断することを可能にする生活行動監視装置が
ある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、居住者の入退出情報、トイレ利用情報、室内行動情報、ベッド転落情報を収集す
る行動状態情報収集手段と、就寝用ベッドに取り付けたエアマットから居住者の心拍・呼
吸・体動等の圧力変動を収集する就寝データ収集手段と、収集された行動状態データおよ
び就寝データをスタッフルームに送信し、これらを記録蓄積する記録通信手段と、行動状
態データおよび就寝データを基に統計学的な解析を行い、居住者個人の２４時間の生活状
態や健康状態を判定するデータ解析手段と、解析データおよび記録装置に記録された高齢
者介護スタッフ情報を表示する画像表示装置と、画像表示装置の画面に、スタッフ配置計
画を表示するスタッフ配置計画策定手段と、を有し、的確な介護サービスを効率よく行う
ためのスタッフ配置計画を容易に策定することができるようにしたものがある（例えば、
特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２０００－３０６１７７号公報
【特許文献２】特開２００１－２５８８５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、上記特許文献１、２は、生活者の行動パターン等の情報を基に、生活者の
生活状態や健康状態を把握することで、生活者の安全を支援するものである。しかしなが
ら、上記特許文献１、２は、複数の領域の情報を収集することで、生活者の生活状態や健
康状態を把握するものであり、ある所定の領域内での異常事態の発生を検知することを主
眼としたものではない。また、上記特許文献１、２は、複数の領域の情報を収集すること
から、ある所定の領域内での異常事態の発生の検出を精度良く行うことは困難となる。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、所定の領域内での異常事態の発生を検
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知し、緊急事態が発生した旨を通知する緊急事態発生通知システム及び緊急事態発生通知
方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するために、本発明は以下の特徴を有することとする。
【０００８】
　本発明にかかる緊急事態発生通知システムは、
所定の領域内での緊急事態の発生の有無を検知する異常判定装置と、前記緊急事態の発生
を緊急機関の端末装置に通報する通報装置と、を有して構成される緊急事態発生通知シス
テムであって、
　前記異常判定装置は、
　所定の荷重量を検知する複数の荷重検知部を有し、
　前記複数の荷重検知部は、所定の領域内の床と、壁と、に少なくとも設置され、所定の
荷重量を検知した場合に、信号を出力し、
　前記異常判定装置は、
　前記床に設置された荷重検知部で検知した床用信号と、前記壁に設置された荷重検知部
で検知した壁用信号と、に区分しており、前記床用信号を基に、前記床に設置された複数
の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部の数量が規定値以上か、１から規
定値未満の範囲か、０かを判断し、前記壁用信号を基に、前記壁に設置された複数の荷重
検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部があるか否かを判断し、
　前記床に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部の数量
が規定値以上の場合、前記壁に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知し
た荷重検知部がある場合、前記床に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検
知した荷重検知部の数量が１から規定値未満の範囲である状態が規定時間以上継続した場
合は、前記所定の領域内で異常が発生したと判断し、緊急事態が発生した旨を、前記異常
判定装置の情報と共に前記通報装置に通知する緊急事態発生通知手段を有し、
　前記通報装置は、
　前記異常判定装置の情報に関連づけて前記異常判定装置の場所と、緊急連絡先のアドレ
ス情報と、同居人情報と、を格納する情報格納部と、
　前記緊急事態が発生した旨と前記異常判定装置の情報とが前記異常判定装置から通知さ
れた場合に、前記情報格納部の情報を基に、前記異常判定装置の情報と関連付けられた前
記異常判定装置の場所を特定し、該特定した場所と、前記緊急事態が発生した旨を、前記
緊急機関の端末装置に送信する第１の緊急情報送信手段と、
　前記異常判定装置の情報と関連付けられた同居人情報を基に、同居人が存在するか否か
を判断し、前記同居人情報が居る旨の情報の場合は、同居人が存在すると判断し、前記異
常判定装置の情報と関連付けられた前記緊急連絡先のアドレス情報を特定し、該特定した
アドレス情報の端末装置に対し、緊急事態が発生した旨を送信し、前記同居人情報が居な
い旨の情報の場合は、同居人が存在しないと判断し、送信処理を終了する第２の緊急情報
送信手段と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　本発明にかかる緊急事態発生通知方法は、
所定の領域内での緊急事態の発生の有無を検知する異常判定装置と、前記緊急事態の発生
を緊急機関の端末装置に通報する通報装置と、で行う緊急事態発生通知方法であって、
　前記異常判定装置は、
　所定の荷重量を検知する複数の荷重検知部を有し、
　前記複数の荷重検知部は、所定の領域内の床と、壁と、に少なくとも設置され、所定の
荷重量を検知した場合に、信号を出力し、
　前記通報装置は、
　前記異常判定装置の情報に関連づけて前記異常判定装置の場所と、緊急連絡先のアドレ
ス情報と、同居人情報と、を格納する情報格納部を有し、
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　前記異常判定装置は、
　前記床に設置された荷重検知部で検知した床用信号と、前記壁に設置された荷重検知部
で検知した壁用信号と、に区分しており、前記床用信号を基に、前記床に設置された複数
の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部の数量が規定値以上か、１から規
定値未満の範囲か、０かを判断し、前記壁用信号を基に、前記壁に設置された複数の荷重
検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部があるか否かを判断し、
　前記床に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知した荷重検知部の数量
が規定値以上の場合、前記壁に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検知し
た荷重検知部がある場合、前記床に設置された複数の荷重検知部の中で所定の荷重量を検
知した荷重検知部の数量が１から規定値未満の範囲である状態が規定時間以上継続した場
合は、前記所定の領域内で異常が発生したと判断し、緊急事態が発生した旨を、前記異常
判定装置の情報と共に前記通報装置に通知する工程を有し、
　前記通報装置は、
　前記緊急事態が発生した旨と前記異常判定装置の情報とが前記異常判定装置から通知さ
れた場合に、前記情報格納部の情報を基に、前記異常判定装置の情報と関連付けられた前
記異常判定装置の場所を特定し、該特定した場所と、前記緊急事態が発生した旨を、前記
緊急機関の端末装置に送信する工程と、
　前記異常判定装置の情報と関連付けられた同居人情報を基に、同居人が存在するか否か
を判断し、前記同居人情報が居る旨の情報の場合は、同居人が存在すると判断し、前記異
常判定装置の情報と関連付けられた前記緊急連絡先のアドレス情報を特定し、該特定した
アドレス情報の端末装置に対し、緊急事態が発生した旨を送信し、前記同居人情報が居な
い旨の情報の場合は、同居人が存在しないと判断し、送信処理を終了する工程と、
　を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、所定の領域内での異常事態の発生を検知し、緊急事態が発生した旨を
自動的に通知することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　まず、図１を参照しながら、本実施形態における緊急事態発生通知システムの特徴につ
いて説明する。
【００３６】
　本実施形態における緊急事態発生通知システムは、所定の領域内での緊急事態の発生の
有無を検知する異常判定装置（２０）と、緊急事態の発生を緊急機関の端末装置（４０）
に通報する通報装置（３０）と、がインターネット等の電子通信回線（１００）を介して
接続して構成されており、異常判定装置（２０）は、所定の荷重量を検知する複数の荷重
検知部（１０－１～Ｎ（Ｎは、任意の整数））を有して構成され、複数の荷重検知部（１
０－１～Ｎ）は、所定の領域内に設置される。また、通報装置（３０）は、異常判定装置
（２０）の情報に関連づけて異常判定装置（２０）の場所を格納する情報格納部（３０２
）（図９参照）を有して構成されている。
【００３７】
　そして、異常判定装置（２０）は、所定の領域内に設置された複数の荷重検知部（１０
－１～Ｎ）のうち、所定の荷重量を検知した荷重検知部（１０－１～Ｎ）の数量が、規定
値を超えたと判断した場合に、所定の領域内で異常が発生したと判断し、緊急事態が発生
した旨を通報装置（３０）に通知する。通報装置（３０）は、緊急事態が発生した旨が異
常判定装置（２０）から通知された際に、情報格納部（３０２）の情報を基に、異常判定
装置（２０）の場所を特定し、該特定した場所と、緊急事態が発生した旨を、緊急機関の
端末装置（４０）に送信する。これにより、所定の領域内での異常事態の発生を検知し、
緊急事態が発生した旨を自動的に緊急機関の端末装置（４０）に通知することが可能とな
る。なお、所定の領域内とは、複数の荷重検知部（１０－１～Ｎ）を設置可能な領域であ
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り、例えば、トイレやお風呂などの場所が適用可能である。
【００３８】
　例えば、トイレにて体調が急変し、倒れて意識が無くなってしまった時、トイレに設置
された荷重検知部（１０－１～Ｎ）が所定の荷重量を検知し、荷重検知情報を異常判定装
置（２０）に送信することで、異常判定装置（２０）は、その荷重検知情報を基に、異常
自体が発生したか否かを判断することになる。異常判定装置（２０）は、所定の荷重量を
検知した荷重検知部（１０－１～Ｎ）の数量が、規定値を超えたと判断した場合に、所定
の領域内で異常が発生したと判断し、緊急事態が発生した旨を通報装置（３０）に通知す
る。そして、通報装置（３０）が、緊急事態が発生した旨を自動的に緊急機関の端末装置
（４０）に通知する。これにより、人手を介さずに緊急事態が発生した旨を緊急機関の端
末装置（４０）に通報することが可能となり、高齢者などの生活者の安全を確保するうえ
では望ましいシステムを構築することが可能となる。
【００３９】
　また、本実施形態における緊急事態発生通知システムを構成する通報装置（３０）は、
異常判定装置（２０）の情報に関連づけて緊急連絡先のアドレス情報を格納しており、通
報装置（３０）は、緊急事態が発生した旨が通知された際に、通報装置（３０）に格納さ
れている情報を基に、異常判定装置（２０）に該当するアドレス情報を特定し、アドレス
情報の端末装置に対し、緊急事態が発生した旨を通知することになる。なお、通報装置（
３０）は、特定されたアドレス情報の端末装置に対し、電話をかけ、緊急事態が発生した
旨をガイダンスにより通知することになる。これにより、緊急事態が発生した人の緊急連
絡先の端末装置に緊急事態が発生した旨を通知することが可能となり、高齢者などの生活
者の安全を確保するうえでは望ましいシステムを構築することが可能となる。
【００４０】
　以下、添付図面を参照しながら、本実施形態における緊急事態発生通報システムについ
て説明する。
【００４１】
　まず、図１を参照しながら、本実施形態における緊急事態発生通報システムのシステム
構成について説明する。
【００４２】
　本実施形態における緊急事態発生通報システムは、複数のトイレシート（１０－１～Ｎ
（Ｎは、任意の整数））と、異常判定装置（２０）と、異常通報装置（３０）と、緊急機
関の端末装置（４０）と、により構成されており、異常判定装置（２０）と、異常通報装
置（３０）と、緊急機関の端末装置（４０）と、はインターネット等の電気通信回線（１
００）を介して接続されている。
【００４３】
　＜トイレシート（１０－１～Ｎ）＞
　トイレシート（１０－１～Ｎ）は、緊急事態が発生した人を検知するための検知センサ
であり、図２（ａ）に示すように、トイレの床用と、壁用と、の２種類のシート（床用シ
ート、壁用シート）がある。なお、シートは、図２（ｂ）に示すように、格子状になって
おり、各格子の中央部に荷重センサが設けられた構造となっている。
【００４４】
　なお、床用シートの各格子の大きさは、縦横１５センチの正方形で構成されている。ま
た、荷重センサの大きさは、縦横１センチ程の小さなものであり、所定の荷重量、例えば
、１キログラム以上を検出すると信号がＯＮとなる。なお、信号がＯＮとなる所定の荷重
量は、人の足のサイズを基に設定することになる。なお、本実施形態では、床用シートは
、図３に示すように、通常の大人の片足では、３つ以上の格子の荷重センサが同時に信号
ＯＮとならないように設定されている。したがって、格子の大きさは必ずしも１５センチ
である必要はない。なお、図３は、床用シートに設けられた荷重センサが信号ＯＮとなる
場合の例を示しており、人の足の荷重により荷重センサが所定の荷重量を検知することで
、信号ＯＮとなる。例えば、図３（ａ）は、方足で２個の荷重センサが信号ＯＮとなり、
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両足で４個の荷重センサが信号ＯＮとなった状態を示す図である。同様に、（ｂ）は、両
足で２個の荷重センサが信号ＯＮとなった状態を示し、（ｃ）は、両足で０個の荷重セン
サが信号ＯＮとなった状態を示し、（ｄ）は、両足で２個の荷重センサが信号ＯＮとなっ
た状態を示し、（ｅ）は、両足で４個の荷重センサが信号ＯＮとなった状態を示している
。
【００４５】
　壁用シートの各格子の大きさは、縦横１０センチの正方形であることを除き、床用シー
トと同様のものである。壁用シートの格子の大きさは特に制限はないが、できるだけ小さ
い格子の方が、異常検出を検出し易くなる。なお、図４に壁用シートの荷重センサが信号
ＯＮとなる場合の一例を示す。この図４に示すように、人が壁用シートに寄り掛かること
で、壁用シートの荷重センサが信号ＯＮとなる。
【００４６】
　なお、複数のトイレシート（１０－１～Ｎ）に設けられた荷重センサからの信号は、床
用シートの信号と壁用シートの信号とに区分して、荷重検知情報として、異常判定装置（
２０）に送られることになる。
【００４７】
　＜異常判定装置（２０）＞
　異常判定装置（２０）は、トイレ内に設置された装置であり、トイレシート（１０－１
～Ｎ）の荷重検知情報を基に、異常事態が発生したか否かを判断し、異常事態が発生した
と判断した場合には、緊急事態が発生した旨を異常通報装置（３０）に通知する装置であ
る。異常判定装置（２０）は、図５に示すように、情報処理装置（２０１）と、異常判定
基準（２０２）と、アラーム表示部（２０３）と、を有して構成される。
【００４８】
　情報処理装置（２０１）は、トイレシート（１０―１～Ｎ）より受信した各格子の荷重
センサからの荷重検知情報を基に、床用シートからの信号ＯＮの数が格子数５以上か、格
子数１～４か、それとも０かを判断する。また、情報処理装置（２０１）は、壁用シート
からの信号ＯＮの有無を判断する。
【００４９】
　情報処理装置（２０１）は、トイレシート（１０－１～Ｎ）の荷重検知情報を基に、床
用シートの信号ＯＮが格子数５以上、または、壁用シートの信号ＯＮ有りの場合には、ア
ラーム表示部（２０３）のアラームを開始させることになる。また、情報処理装置（２０
１）は、床用シートからの信号ＯＮの格子数１～４の状態が、規定時間ｘ以上継続した場
合にも、アラーム表示部（２０３）のアラームを開始させることになる。これにより、情
報処理装置（２０１）は、アラーム表示部（２０３）においてアラーム表示と、ブザーの
鳴動と、を発生させることになる。なお、情報処理装置（２０１）は、アラーム表示部（
２０３）の具備するアラーム解除ボタン（２０３３）（図７参照）の押下により、アラー
ムの解除命令があったと判断するまでは、アラーム表示部（２０３）のアラーム表示と、
ブザーの鳴動と、を継続させることになる。
【００５０】
　異常判定基準（２０２）は、図６に示すように、情報処理装置（２０１）が、トイレシ
ート（１０－１～Ｎ）の荷重検知情報を基に、所定領域となるトイレにて異常状態が発生
したか否かを判断するための判定基準が格納されており、情報処理装置（２０１）がアク
セス可能な情報格納部に格納されることになる。
【００５１】
　本実施形態では、図６に示すように、異常の判定条件として、（ａ）壁用シート信号Ｏ
Ｎ、または、（ｂ）床用シート信号ＯＮの格子数が５以上、または、（ｃ）床用シート信
号ＯＮの格子数が１～４で、規定時間ｘ以上継続して信号ＯＮ、の何れかの条件が成立し
た場合に、アラーム表示部（２０３）にてアラームを発生させ、規定時間ｙ以内にアラー
ムが解除されない場合に、緊急事態が発生したと判断することになる。なお、本実施形態
では、規定時間ｘは、１０分が設定されており、規定時間ｙは、１分が設定されている。
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なお、上述した異常判定基準（２０２）は、所定の操作により任意に変更するように構築
することも可能である。これにより、所定の領域であるトイレにて異常状態が発生したか
否かを判断するための判定基準を、任意に変更することが可能となり、利用者に最適な判
定基準を設定することが可能となる。
【００５２】
　アラーム表示部（２０３）は、図７に示すように、アラーム発生時に異常事態が発生し
た旨を表示する液晶表示部（２０３１）と、異常事態が発生した旨を鳴動するブザー（２
０３２）と、アラーム解除のためのアラーム解除ボタン（２０３３）と、を有して構成さ
れる。アラーム表示部（２０３）は、情報処理装置（２０１）からのアラーム開始命令に
より液晶表示部（２０３１）に異常事態が発生した旨を表示すると共に、ブザー（２０３
２）の鳴動を発生することになる。そして、アラーム解除ボタン（２０３３）の押下によ
り、アラーム表示部（２０３）でのアラーム表示と、ブザーの鳴動と、を解除することに
なる。
【００５３】
　＜異常通報装置（３０）＞
　異常通報装置（３０）は、緊急事態が発生した旨が異常判定装置（２０）から通知され
た際に、緊急事態が発生した旨を緊急機関の端末装置（４０）に送信する装置である。異
常通報装置（３０）は、図８に示すように、情報処理装置（３０１）と、情報格納部（３
０２）と、自動通報装置（３０３）と、を有して構成される。
【００５４】
　情報処理装置（３０１）は、異常判定装置（２０）から緊急事態が発生した旨の通知を
受けた際に、緊急事態が発生したユーザに関する情報を、情報格納部（３０２）から読み
出すことになる。また、情報処理装置（３０１）は、緊急機関の端末装置（４０）に対し
、１１９番通報を行うように自動通報装置（３０３）を制御することになる。また、情報
処理装置（３０１）は、情報格納部（３０２）から読み出した情報を基に、緊急事態が発
生したユーザの同居人の有無を判断し、同居人が存在すると判断した場合には、情報格納
部（３０２）に格納されている緊急連絡先のアドレス情報の端末装置に、緊急事態が発生
した旨を通報するように自動通報装置（３０３）を制御することになる。
【００５５】
　情報格納部（３０２）は、図９に示すように、異常判定装置（２０）の情報（異常判定
装置識別情報）に関連づけてユーザ名、ユーザ宅住所、緊急連絡先のアドレス情報、同居
人存在有無情報等が格納されている。情報処理装置（３０１）は、異常判定装置（２０）
の情報を基に、ユーザ名、ユーザ宅住所、緊急連絡先のアドレス情報、同居人存在有無情
報等を情報格納部（３０２）から読み出すことになる。
【００５６】
　自動通報装置（３０３）は、情報処理装置（３０１）からの制御により、１１９番通報
を行うことになり、情報処理装置（３０１）が情報格納部（３０２）から読み出したユー
ザに関する情報と共に、緊急事態が発生した旨を１１９番通報することになる。また、自
動通報装置（３０３）は、情報処理装置（３０１）からの制御により、緊急事態が発生し
たユーザの緊急連絡先のアドレス情報を基に、緊急連絡先の端末装置に自動的に電話をか
け、緊急事態が発生した旨をガイダンスにより通知することになる。
【００５７】
　（緊急事態発生通報システムにおける処理動作）
　次に、図１０を参照しながら、本実施形態の緊急自体発生通報システムにおける処理動
作について説明する。
【００５８】
　まず、床用シートや、壁用シートなどの複数のトイレシート（１０－１～Ｎ）は、格子
中央にある荷重センサが所定の荷重量を検知すると、その検知信号を荷重検知情報として
異常判定装置（２０）に送信することになる（ステップＡ１）。これにより、異常判定装
置（２０）は、複数のトイレシート（１０－１～Ｎ）に設けられている各格子からの信号
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を、荷重検知情報として受信することになる。なお、トイレシート（１０－１～Ｎ）は、
荷重センサが所定の荷重量を検知している間は、荷重検知情報を、異常判定装置（２０）
に送信し続けることになる。
【００５９】
　次に、異常判定装置（２０）の具備する情報処理装置（２０１）は、複数のトイレシー
ト（１０－１～Ｎ）から受信した荷重検知情報と、異常判定装置（２０）の具備する異常
判断基準（２０２）と、を基に、所定の領域のトイレにおいて異常事態が発生したか否か
を判断することになる。
【００６０】
　まず、情報処理装置（２０１）は、トイレシート（１０－１～Ｎ）の荷重検知情報を基
に、床用シートの信号ＯＮが格子数５以上、または、壁用シートの信号ＯＮ有りと判定し
た場合は（ステップＢ１／Ｙｅｓ）、異常事態が発生したと判断し、情報処理装置（２０
１）は、アラーム表示部（２０３）にアラームを開始させるように制御する（ステップＢ
２）。これにより、アラーム表示部（２０３）は、液晶表示部（２０３１）に異常事態が
発生した旨を表示すると共に、ブザー（２０３２）の鳴動を発生することになる。
【００６１】
　次に、情報処理装置（２０１）は、規定時間ｙ内にアラーム解除ボタン（２０３３）が
押下され、アラーム表示部（２０３）のアラームが解除されたか否かを判断し（ステップ
Ｂ３）、情報処理装置（２０１）は、アラームが解除されたと判断した場合には（ステッ
プＢ３／Ｙｅｓ）、異常事態が終了したと判断し、処理を終了することになる。
【００６２】
　また、情報処理装置（２０１）は、規定時間ｙ内にアラーム解除ボタン（２０３３）が
押下されず、アラーム表示部（２０３）のアラームが解除されないと判断した場合には（
ステップＢ３／Ｎｏ）、異常事態が終了せず、ユーザに緊急事態が発生したと判断し、情
報処理装置（２０１）は、緊急事態が発生した旨を異常通報装置（３０）に通知すること
になる（緊急事態発生通知）。
【００６３】
　また、情報処理装置（２０１）は、ステップＢ１において、トイレシート（１０－１～
Ｎ）の荷重検知情報を基に、床用シートからの信号ＯＮの格子数が０個、または、１～４
個であると判断した場合は（ステップＢ１／Ｎｏ）、情報処理装置（２０１）は、床用シ
ートからの信号ＯＮの格子数があるかないかを判断することになる（ステップＢ４）。
【００６４】
　情報処理装置（２０１）は、床用シートからの信号ＯＮの格子数がないと判断した場合
は（ステップＢ４／Ｎｏ）、異常事態が発生していないと判断し、処理を終了することに
なる。また、情報処理装置（２０１）は、床用シートからの信号ＯＮの格子数があると判
断した場合は（ステップＢ４／Ｙｅｓ）、情報処理装置（２０１）は、床用シートからの
信号ＯＮが規定時間ｘ以上継続しているか否かを判断することになる（ステップＢ５）。
【００６５】
　情報処理装置（２０１）は、床用シートからの信号ＯＮが規定時間ｘ以上継続し、規定
時間ｘ内に変化が見られないと判断した場合は（ステップＢ５／Ｙｅｓ）、異常事態が発
生したと判断し、情報処理装置（２０１）は、アラーム表示部（２０３）にアラームを開
始させるように制御する（ステップＢ２）。これにより、アラーム表示部（２０３）は、
液晶表示部（２０３１）に異常事態が発生した旨を表示すると共に、ブザー（２０３２）
の鳴動を発生することになる。
【００６６】
　また、情報処理装置（２０１）は、床用シートからの信号ＯＮが規定時間ｘ以上継続せ
ず、規定時間ｘ内に変化があると判断した場合は（ステップＢ５／Ｎｏ）、異常事態が発
生していないと判断し、処理を終了することになる。
【００６７】
　次に、異常通報装置（３０）は、異常判定装置（２０）から緊急事態が発生した旨の通
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知を受けた場合には、異常通報装置（３０）の具備する情報処理装置（３０１）は、異常
判定装置（２０）の情報を基に、図９に示すユーザ名、ユーザ宅住所、緊急連絡先のアド
レス情報、同居人存在有無情報等を情報格納部（３０２）から読み出すことになる。そし
て、情報処理装置（３０１）は、自動通報装置（３０３）に対し、ガイダンス１の通知命
令を行い、自動通報装置（３０３）が１１９番通報を行うように制御することになる。こ
れにより、自動通報装置（３０３）は、情報処理装置（３０１）が情報格納部（３０２）
から読み出した情報と共に、緊急事態が発生した旨を緊急機関の端末装置（４０）に送信
することになる（ステップＣ１）。なお、緊急機関の端末装置（４０）に送信するガイダ
ンス１の内容例を以下に示す。
【００６８】
　ガイダンス１の内容例：「救急車の出動を依頼します。人が倒れていると判断しました
。場所は、○○市○○町・・・・・　○○宅です。」
【００６９】
　次に、情報処理装置（３０１）は、情報格納部（３０２）から読み出した情報（同居人
存在有無情報）を基に、緊急事態が発生したユーザに同居人が存在するか否かを判断する
（ステップＣ２）。情報処理装置（３０１）は、緊急事態が発生したユーザに同居人が存
在すると判断した場合は（ステップＣ２／Ｙｅｓ）、自動通報装置（３０３）に対し、ガ
イダンス２の通知命令を行い、自動通報装置（３０３）が同居人に対しても連絡するよう
に制御する。これにより、自動通報装置（３０３）は、情報処理装置（３０１）が情報格
納部（３０２）から読み出した情報と共に、緊急事態が発生した旨を、緊急連絡先のアド
レス情報の端末装置に送信することになる（ステップＣ３）。なお、緊急連絡先のアドレ
ス情報の端末装置に送信するガイダンス２の内容例を以下に示す。
【００７０】
　ガイダンス２の内容例：「トイレにて緊急事態発生。１１９番通報を致しました。トイ
レを確認してください。」
【００７１】
　また、情報処理装置（３０１）は、緊急事態が発生したユーザに同居人が存在しないと
判断した場合には（ステップＣ２／Ｎｏ）、そのまま処理を終了することになる。
【００７２】
　このように、本実施形態における緊急事態発生通知システムは、トイレに設置されたシ
ート（１０－１～Ｎ）の各格子に取り付けられた荷重センサが所定の荷重量を検知し、荷
重検知情報を異常判定装置（２０）に送信することで、異常判定装置（２０）は、その荷
重検知情報を基に、トイレにおいて異常事態が発生したか否かを判断し、異常事態が発生
したと判断した場合には、緊急事態が発生したと判断し、その旨を異常通報装置（３０）
に通知し、異常通報装置（３０）は、緊急事態が発生した旨が異常判定装置（２０）から
通知された際に、その異常判定装置（２０）の情報に関連付けられたユーザ名、ユーザ宅
住所、緊急連絡先のアドレス情報、同居人存在有無情報等を情報格納部（３０２）から読
み出し、該読み出した情報と共に、緊急事態が発生した旨を緊急機関の端末装置（４０）
に送信することで、トイレという個室において緊急事態が発生した際に、人手により１１
９番通報をしなくても自動的に緊急機関の端末装置（４０）に緊急事態が発生した旨が通
知されることになるため、迅速に救急車を呼ぶことが可能となる。また、夜中や明け方に
同居人がトイレで倒れた音に気付かない場合や、一人暮らしのユーザがトイレにて意識を
失い倒れた場合等にも自動的に緊急機関の端末装置（４０）に緊急事態が発生した旨が通
知されることになるため、高齢者や独り暮らしの生活者の安全を確保するうえでは望まし
いものである。
【００７３】
　また、本実施形態における緊急事態発生通知システムは、複数のトイレシート（１０－
１～Ｎ）から受信した荷重検知情報と、トイレにて異常状態が発生したか否かを判断する
ための判定基準である異常判断基準（２０２）と、を基に、異常判定装置（２０）が、所
定の領域であるトイレにおいて異常事態が発生したか否かを判断することになるため、利
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用者に最適な精度の高い判断処理を行うことが可能となる。
【００７４】
　なお、上述する実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、上記実施形態のみに本発
明の範囲を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更を
施した形態での実施が可能である。例えば、図１に示す本実施形態における緊急事態発生
システムを構成する異常判定装置（２０）と、異常通報装置（３０）と、緊急機関の端末
装置（４０）と、はインターネット（１００）を介して接続したが、各装置間で情報を送
受信する際の通信形態は、図１０に示す処理動作が実現可能な通信形態であれば、特に限
定するものではなく、有線、無線を問わずあらゆる通信形態を適用することは可能である
。また、トイレシート（１０－１～Ｎ）と、異常判定装置（２０）と、の構成も、異常判
定装置（２０）が荷重検知情報をトイレシート（１０－１～Ｎ）から取得できれば、特に
限定せず、あらゆる通信形態を適用することは可能である。
【００７５】
　また、本実施形態における緊急事態通知システムにおける処理動作は、情報処理装置に
組み込まれたコンピュータプログラムにより実行することも可能であり、例えば、このプ
ログラムを、光記録媒体、磁気記録媒体、光磁気記録媒体、または、半導体等の記録媒体
に記録し、該記録した記録媒体から情報処理装置に読み込むことで、本実施形態の緊急事
態通知システムにおける制御処理を実施するように構築することは可能である。また、所
定のネットワークを介して接続されている外部の接続機器から情報処理装置にダウンロー
ドすることでも本実施形態における緊急事態通知システムにおける制御処理を実施するよ
うに構築することは可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明にかかる異常判定装置、緊急事態発生通知システム、緊急事態発生通知方法及び
異常判定処理プログラムは、高齢者や独り暮らしの生活者の安全を確保するサービスに適
用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本実施形態における緊急事態発生通知システムのシステム構成を示す図である。
【図２】図１に示すトイレシート（１０－１～Ｎ）の大きさと設置例を示す図である。
【図３】図２に示す床用シートの荷重センサの信号ＯＮの一例を示す図である。
【図４】図２に示す壁用シートの荷重センサの信号ＯＮの一例を示す図である。
【図５】図１に示す異常判定装置（２０）の構成を示す図である。
【図６】図５に示す異常判定装置（２０）の具備する異常判定基準（２０２）のデータ格
納例を示す図である。
【図７】図５に示す異常判定装置（２０）の具備するアラーム表示部（２０３）の構成例
を示す図である。
【図８】図１に示す異常通報装置（３０）の構成を示す図である。
【図９】図８に示す異常通報装置（３０）の具備する情報格納部（３０２）のデータ構成
例を示す図である。
【図１０】本実施形態における緊急事態発生通知システムにおける処理動作を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００７８】
　１０－１～Ｎ（Ｎは任意の整数）　　トイレシート（荷重検知部）
　２０　　異常判定装置
　２０１　　情報処理装置
　２０２　　異常判定基準
　２０３　　アラーム表示部
　２０３１　　液晶表示部
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　２０３２　　ブザー
　２０３３　　アラーム解除ボタン
　３０　　異常通報装置
　３０１　　情報処理装置
　３０２　　情報格納部
　３０３　　自動通報装置
　４０　　緊急機関の端末装置
　１００　　インターネット

【図１】 【図２】
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【図７】
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